
　　　解散から清算の手続きの流れ

　特定非営利活動法人を解散する場合は、以下の手続きが必要となります。
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※清算人就任が、平成24年4月1日以降は1回公告(それ以前は3回)

　　債権の取り立て 債務の弁済

定款で

定めていない場合

　　　　　　　　 　定款で
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◇那覇地方法務局◇　住所：那覇市樋川１－１５－１５、電話番号：０９８（８５４）７９５０（代表）
※登記相談（不動産登記及び法人登記）は予約制ですので、事前にお電話ください。
◇参考◇
内閣府ＮＰＯﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttps://www.npo-homepage.go.jp

・法第31条の12
第1項

清算中に明らか
になった時は、
清算人が申立て

  解散の登記及び清算人就職の登記
　　　　　　　　 → 法務局へ提出

　　　公告（知られざる債権者へ官報(2ヶ月)に掲載して行う）
　　　催告（判明している債権者へ個別に行う）

沖縄県ＮＰＯプラザhttp://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shohikurashi/anzenkatsudo/test.html

第三者（法第11条第３項に定める中から定款又は
解散総会において決定されたもの)へ譲渡
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